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習志野市制施行７０周年記念冠事業実施要領  

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、習志野市制施行７０周年記念との表示を含む事

業（以下「冠事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

 

（対象事業）  

第２条  冠事業の対象となる事業は、習志野市制施行７０周年記念事

業の趣旨に沿う７０周年を記念した事業で、次の各号いずれにも該

当するものとする。ただし、会長が特に認めた場合は、この限りで

ない。  

(１ ) 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に実施す

る事業  

(２ ) 市内に活動拠点を有する個人、団体又は企業が実施する事業  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、

冠事業の対象としない。  

(１ ) 市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがある事業  

(２ ) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業  

(３ ) 特定の政党、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援し

ていると誤解を与え、若しくは与えるおそれがある事業  

(４ ) 衛生面、安全面等の配慮を欠く事業  

(５ )  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

平成３年法律第７７号）第２条第２号の暴力団をいう。）又は

暴力団員（同法第２条第６号の暴力団員をいう。）の関与が認

められる事業  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか、習志野市制施行７０周年記念事

業の趣旨に照らし、会長が不適当と認める事業  
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（申請）  

第３条  冠事業を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、

習志野市制施行７０周年記念冠事業承認申請書（別記第１号様式）

に必要な書類を添えて、又は会長が指定する応募フォームに必要事

項を記載し、会長の承認を得なければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。   

（１）  市及び市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者が使用

する場合   

（２）  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学

校が教育の目的で使用する場合  

（３）  報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合   

 

（承認）  

第４条  会長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、冠事業の承認の可否を決定し、習志野市制施行７０周年記

念冠事業承認（不承認）決定通知書（別記第２号様式）により申請

者に通知するものとする。  

２  会長は、前項の規定による審査に必要と認めるときは、申請者に

対し、必要な書類の提出を求めることができる。   

３  会長は、第１項の規定による承認（以下「承認」という。）に当

たり、必要な条件を付することができる。  

 

（支援等）  

第５条  習志野市制施行７０周年記念事業実行委員会は、承認を受け

た者（以下「冠事業実施者」という。）に対し、予算の範囲内で次

の各号に掲げる支援を行うものとする。  

(１ ) 市ホームページ等による冠事業に係る広報  

(２ ) のぼり旗等の７０周年記念グッズの貸与又は提供  

２  冠事業実施者は、別に定める習志野市制施行７０周年記念キャッ

チフレーズ及びロゴマークを使用することができる。  
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（変更）  

第６条  冠事業実施者は、第３条の規定による申請事項に変更があっ

たときは、速やかに習志野市制施行７０周年記念冠事業変更届出書

（別記第３号様式）に変更の事実が確認できる書類を添えて、又は

会長が指定する応募フォームに必要事項を記載し、速やかに会長に

届け出なければならない。  

 

（承認の取消し）  

第７条  会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り

消し、習志野市制施行７０周年記念冠事業取消通知書（別記第４号

様式）により通知するものとする。  

(１ )  冠事業実施者が虚偽の申請を行ったとき。  

(２ )  冠事業実施者が承認に附された条件を遵守しないとき。   

(３ ) 承認に係る事業を実施しないこととなったとき。  

(６ ) その他、習志野市制施行７０周年記念事業の取組の趣旨に照

らし、承認が不適切であると会長が認める事情が生じたとき。 

２  前項により承認を取り消された者は、当該取り消された事業に関

する広告等から第１条に規定する冠事業の表示を、直ちに削除しな

ければならない。  

  

（責任の制限）  

第８条  冠事業の実施及び前条第１項の規定による取消しにより生

じた損害については、習志野市制施行７０周年記念事業実行委員会

は、その責めを一切負わない。  

 

（報告）  

第９条  冠事業実施者は、承認を受けた事業の実施後１４日以内に、

習志野市制施行７０周年記念冠事業実施報告書（別記第５号様式）

により、又は会長が指定する応募フォームに必要事項を記載し、会

長に報告しなければならない。  
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（補則）  

第１０条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定

める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要領は、令和６年２月２０日から施行する。  

（失効）  

２  この要領は令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  


